
【制度内容の比較】 

支給対象 
中学校終了までの児童 

(15 歳到達後の最初の 3 月 31 日まで) 

高校生年代までの児童 

(18 歳到達後の最初の 3 月 31 日まで) 

所得制限 所得制限あり 所得制限なし 

手当額 

（月額・1人当り） 

児童 

手当 

■３歳未満    15,000円 

■３歳～小学校修了まで 

・第１・２子  10,000 円 

・第３子以降  15,000 円 

■中学生     10,000円 児童 

手当 

■第１･２子 

 ･３歳未満     15,000 円 

 ･３歳～高校生年代 10,000 円 

■第３子以降(※)    30,000 円 

（※ 年齢にかかわらず） 

特例

給付 

所得制限限度額以上 

■一律       5,000円 

所得上限限度額以上 

■支給なし 

多子加算 

(カウント対象) 

高校生年代までの児童 

(18 歳到達後の最初の 3 月 31 日まで) 

大学生年代までの児童 

（22 歳到達後の最初の 3 月 31 日まで） 

※ 進学･就職を問わず、生活費等の経済的負担 

を行っている場合が対象 

支給期月 年 3 回（6 月・10 月・2 月） 
年 6 回（偶数月） 

※ 初回支給: 令和６年１２月６日(金) 

 


